
愛知県農業農村多面的機能活動表彰要領  
 
（目的）  
第１ この要領は、地域の農地･農業用水路等の資源と環境の良好な保全と質的向

上を図る取り組み（多面的機能支払交付金実施要綱（平成２６年４月１日付け

２５農振第２２５４号農林水産事務次官依命通知（以下、「要綱」という。））

別紙１及び別紙２に基づき実施される活動（以下、「活動」という。））の一

層の普及を図るとともに、県民の理解を促進するため、他の模範となる優れた

活動に取り組む活動組織（要綱別紙５に基づき設立された広域活動組織または

要綱別紙６に基づき設立された活動組織をいう。以下、同じ。）を表彰するこ

とに関して必要な事項を定める。  
 
（表彰の対象）  
第２ この要領における表彰の対象は、愛知県内の活動組織とする。  
 
（表彰）  
第３ 他の模範となる優れた取り組みを行った活動組織を別表１に定める部門毎

に別表２により表彰する。  
 
（表彰活動組織の推薦）  
第４ 愛知県農地水多面的機能推進協議会の長は、表彰に関して別に定める規程

（以下、「審査規程」という。）に照らして適当と認める活動組織を知事に推

薦する。  
 
（表彰活動組織の決定）  
第５ 知事は前項の規定により推薦された活動組織の中から、審査規程に基づく

選考を経て、表彰活動組織を決定する。  
 
（その他）  
第６ この要領に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は別に定める。 
 
   附則  
    この要領は、平成２０年８月２０日から施行する。  
   附則    
    この要領は、平成２１年８月１２日から施行する。  
   附則  
    この要領は、平成２３年８月１９日から施行する。  
   附則  
    この要領は、平成２４年９月 ３日から施行する。  
   附則  
    この要領は、平成２５年９月１０日から施行する。  
   附則  
    この要領は、平成２５年１０月２３日から施行する。  
   附則  
    この要領は、平成２６年 ７月 ７日から施行する。  
   附則  
    この要領は、平成２９年 ８月２４日から施行する。  
 



 
別表１  

部 門  説 明  
基礎活動  
 
 
 

農地や農業用水路等の維持保全のために必

要な草刈り・泥上げなどの活動、並びに施

設の長寿命化のためのきめ細やかな保全管

理や補修・更新を行う活動を継続的に実施  
農村環境保全活動  
 
 

農地や農業用水の保全、並びに生態系保全

や景観形成など農村の環境保全に資する活

動を継続的に実施  
創意工夫  
 
 
 

農業農村多面的機能活動（旧農地・水保全

管理活動を含む）での地域協働や環境保全

等の取組として、優れた工夫や独自のアイ

デアがあり、他の組織の模範となる活動  
 
 
 
別表２  

表彰の種類  部 門  表彰の数  
愛知県知事賞  
 
 

基礎活動  １組織以内  
農村環境保全活動  １組織以内  
創意工夫  １組織以内  

愛知県土地改良事業団体連合会長賞

 
 

基礎活動  ２組織程度  
農村環境保全活動  ２組織程度  
創意工夫  ２組織程度  

 
 



愛知県農業農村多面的機能活動表彰審査規程  
 
（目的）  
第１条 愛知県農業農村多面的機能活動表彰要領（以下、「表彰要領」という。）

に基づく活動組織の表彰を行うため、審査の方法など必要な事項を定める。  
 
（審査の組織）  
第２条 活動組織の表彰審査を行うため、審査会を設置する。  
２ 審査会は別表１に示す審査員をもって構成し、審査員長１人を置く。  
３ 審査員長は審査員の互選により選出する。  
４ 審査会は審査員の３名以上の出席をもって成立する。  
 
（協議会の推薦）  
第３条 表彰要領第４に基づいて愛知県農地水多面的機能推進協議会の長が行

う活動組織の推薦は様式１に示す推薦状により行うものとする。  
２ 推薦状には様式２に示す市町村の長からの推薦状と様式３に示す愛知県農

業農村多面的機能活動表彰推薦調書（以下、「推薦調書」という。）を添付

する。  
 
（審査基準等）  
第４条 審査員は、前条の推薦状及び推薦調書を吟味し、次の各号に定める項

目の審査を行い、部門毎に活動組織の順位付けを行って別表２に定める採用

点数を付ける。  
 一 当該活動が他の模範となるものであるか  
 二 当該活動に関する情報を発信するなど普及啓発に貢献しているか  
 三 当該活動への参加者数や参加団体数が多いなど地域ぐるみの活動の定 

 着に貢献しているか  
 四 前各号に掲げる項目のほか当該活動に特筆すべき点があるか  
 
（賞の決定）  
第５条 審査会は、前条による各審査員の採用点数の合計に応じて別表３によ

り表彰する活動組織を決定する。  
 
（その他）  
第６条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は別に定

める。  
 
   附則  
    この要領は、平成２０年８月２０日から施行する。  
   附則  
    この要領は、平成２３年８月１９日から施行する。  
   附則  
    この要領は、平成２４年９月 ３日から施行する。  
   附則  
    この要領は、平成２５年９月１０日から施行する。  
   附則  
    この要領は、平成２５年１０月２３日から施行する。  
   附則  



    この要領は、平成２６年 ７月 ７日から施行する。  
   附則  
    この要領は、平成２７年 ４月 １日から施行する。  
      附則  
    この要領は、平成２９年 ８月２４日から施行する。  

附則  
    この要領は、令和 元年 ７月１１日から施行する。  
 
 
 
別表１  

農林基盤局長  
農地部長  
愛知県土地改良事業団体連合会専務理事  
あいち農業農村多面的機能等委員会委員長  

 
別表２  

 順 位   採用点数  
  １位      ３点    
  ２位      ２点    
  ３位      １点    
４位以下    ０点    

 
別表３  

表彰の種類  表彰する活動組織  
愛知県知事賞  
 
 
 
 
 

 各審査員の採用点数の合計が最

高の活動組織とする。  
 但し、同点の場合は審査員によ

る 多 数 決 に よ り 決 定 す る も の と

し、多数決でも決まらない場合は

審査員長が決定する。  
愛知県土地改良事業団体連合会長賞  
 

 各審査員の採用点数の合計が上

位の活動組織とする。  
                                        
 



 様式１  
 
 

推  薦  状  
 
                        平成  年  月  日  
 
  愛知県知事 あて  
 
                                    推薦者  
                 愛知県農地水多面的機能推進協議会長  
 
 下記の活動組織を優れた農業農村多面的機能活動（旧農地・水保全管理活動

も含む）に取り組んだ活動組織として認め推薦します。  
記  

推薦活動組織  
部 門  活動組織名  代表者名  

基礎活動  
 
 

  
 
 

 
 

農村環境保全活動  
 
 

  
 
 

 
 

創意工夫  
 
 

  
 
 

 
 

 
注）上段はふりがなを記入すること。  

    必要に応じて欄を追加すること。  
    市町村長の推薦状（様式２）と愛知県農業農村多面的機能活動表彰推薦調書(様式３)を添付すること。



様式２  
 
 

推  薦  状  
 
                        平成  年  月  日  
 
  愛知県農地水多面的機能推進協議会長 様  
 
                                        推薦者  
                       ○○市町村長 ○○  ○○  
 
 下記の活動組織を優れた農業農村多面的機能活動（旧農地・水保全管理活動

も含む）に取り組んだ活動組織として認め推薦します。  
記  

推薦活動組織  
部 門  活動組織名  代表者名  

基礎活動  
 
 

  
 
 

 
 

農村環境保全活動  
 
 

  
 
 

 
 

 
 注）上段はふりがなを記入すること。  
    愛知県農業農村多面的機能活動表彰推薦調書(様式３)を添付すること。  

    各部門毎に１組織までの推薦とし、同一組織を両方の部門に推薦することはできない。  

 
 



様式３  
愛知県農業農村多面的機能活動表彰推薦調書  

１ 組織の概要   
部 門   

   ふ り が な  
 活動組織の名称   

 
 

   ふ り が な  
    代表者名      

 
 

  代表者の住所    
 

 
 

     取組面積  
        

認定農用地面積○○ha（水田○○ha、畑○○  ha）
   う ち 交 付 金 対 象 面 積  ○○ ha（水田○○ha、畑○○  ha）

    農業用施設  
         

開水路  k m、パイプライン  k m、農道   k m、  
ため池   か所  

  活動組織の構成   
 
 
 

（例）自治会、婦人会、○○小学校等  
 
 
 
 

    構成員数      
         

・農業者 ： 農業者数  人、団体数  団体

・農業者以外：個人数   人、団体数  団体

前年度の活動への延べ

参加者数  
 

・農業者  ：農業者数  人  
・農業者以外：個人数     人  
 ※年度始めの参加人数調査等を基に記入  

   地域の概要          
 
 
 
 
 

 （例）本地域は、農業者の減少と高齢化が進んで

いる。また、……  
 ○○のため、平成○○年度から取組みを開始。
 
 
 

 活動計画の概要  
    ・ 基 礎 活 動  
    ・ 農 村 環 境 保 全 活 動  
 
     
 
         
 
 
 
 
 
 
 

（例）  
・農地維持支払  
 草刈り（毎年○回）、泥上げ（毎年○回）等  
 農業者による遊休農地現地調査を毎年〇回実施

・資源向上支払（共同）  
 外来種（○○）の駆除  
 景観形成活動  
 地区内回覧での活動報告（年〇回）  
・資源向上支払（長寿命化）  
 開水路○m、パイプライン○m、農道○m  
  
 
 
 
 
 
 



２ 活動内容及び成果（推薦理由）  
 活動内容及び成果  
 
 
 
 
 

（例）下記活動により、○○○人が参加し、○○

の保全に係る理解が深まった。  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
 
   
 
 
 
 
 

地域づくりのため

の話し合い  
（どの様な単位、具体的な

運営方法・組織）  
 
 

（例）年度計画の策定  
 組織の円滑な運営のため、点検・機能診断の結

果に基づき総会にて年度計画を策定し、月に○回

程度役員会を開催して活動結果報告及び以後の活

動内容を確認している。  
 

模範となる優れた  
活動  
（養った技術の活用等）  
 
 
 

（例）プレハブ水路側壁背面の空防発生防止対策

 プレハブ水路のコンクリート柵板の最低部より

２０～３０ c m 下までコンパネを挿入し、側壁背面

の空洞化を防止する新しい工法を開発し、地域内

水路での活用を行っている。  
  

活動のアピール  
（普及・啓発・広報活動）

 
 
 
 

（例）広報誌による地域住民の参加拡大  
 地域住民が参加できる取組を広報誌に掲載し、

今までに○○回発行しており、今では、地域住民

が活動を楽しみにしている段階まで達している。
 
 

地域活動への参加  
状況  
（多様な者（団体）の参加、

参加団体の役割、連携方法）

 

（例）地元小学校との連携  
 ○○小学校と連携し、○月に開催のため池清掃

活動を実施している。小学校の先生も組織の打合

せに出席するとともに、ＰＴＡとの連携を行い父

兄の参加も促している。  
 

その他特筆すべき点  
（創意工夫やユニークさ、先

駆性）  
 
 
 
 
 
 

（例）  
・平成〇〇年、１０集落が加入する○〇広域活動

組織を設立。〇〇が事務局となって事務作業を実

施している。  
・活動区域には希少生物の〇〇が生息。生態系に

配慮した農産物の栽培をしている。  
・〇〇会長のもと活動を始めて１０年。平成〇〇

年からは毎年〇月に○〇まつりを開催し〇〇人の

観光客で賑わっている。組織運営に携わる人も増

え、後継者が育ち、農地維持・活動の継続に繋が

っている。  



３ 添付資料  
 
 ○○○  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ○○○  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ○○○  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ※活動状況写真、新聞の切り抜きなどを添付する。  


